
           

  

          
 

   

清々しい五月晴れが快い季節となりましたが、皆様に

おかれましてはご健勝のこととお喜び申し上げます。皆

様のご協力を受けながら、広島市三和地域包括支援セン

ターは 7 年目を迎えます。 

さて 4 月よりセンター長が伊藤から西廣に代わりました。これから

も新センター長と共に、4 人で手をとりな

がら、皆さんがいつまでも健やかに住み慣

れた地域で生活していけるよう、いっそう

の努力をしてまいります。 

お気軽にご相談ください。 
【左から、山城屋(介護支援専門員)、青木(社会福祉士)、   

西廣(センター長兼主任介護支援専門員)、村谷(看護師)】 

 

 

  

 

 

 

 

運転免許をお持ちの方が身体機能の低下等により、自主的に運転

免許を返納(申請取消)する手続きの案内です。運転免許の申請取消(全部取消)をさ

れた方は、運転経歴証明書の交付を受けることができます。 



 

 

 

   運転免許の有効期間内であること。 

    

広島県運転免許センター、東部運転免許センター、 

警察署交通課 
 

    

●全部取消 

    取得している全部の免許種別を、返納(申請取消)するものです。 

●一部取消(下位免許の取得等) 

     取得している免許の上位免許を返納して、下位の免許を残すか新たに受ける

ものです。 

(例えば、「大型免許」を取り消して、「普通免許」を残す場合など) 

 

   

●運転免許 

●手数料  ・全部取消の場合  無料です。 

・一部取消の場合  交付手数料が必要となる場合があります。 

 

 
 

 

 

 

● 運転免許の全部を返納(申請取消)された方 

● 返納(申請取消)による取り消しの日から１か月以内であること。    

 

 

広島県運転免許センター、東部運転免許センター、

警察署交通課 

 

 

運転免許証(事前に返納されている方は「申請によ

る運転免許の取り消し通知書」)、免許用写真１枚 

(縦 3cm×横 2.4cm 過去６か月以内に撮影し、無帽、正面、上三分身で無背

景のもの)、手数料 1,000 円(広島県収入印紙で納付)、印鑑。 

                                                     

 


